
北広島町広報紙広告掲載取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、北広島町広告掲載要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほ

か、北広島町広報紙（以下「町広報紙」という。）への広告の募集及び掲載について

必要な事項を定めるものとする。 

（広告の規格等） 

第２条 広告の掲載位置は、町広報紙の表紙及び裏表紙を除く各ページとし、掲載の

範囲は、最大５ページまでとする。 

２ 掲載の回数は、最長１２回とする。ただし、年度を超えての申請はできない。 

３ 広告の規格は、次のとおりとする。 

名称 大きさ 

１号広告 縦４．５ｃｍ×横１７．３ｃｍ 

２号広告 縦４．５ｃｍ×横 ８．５ｃｍ 

（広告掲載料） 

第３条 広告掲載料は、掲載１回につき、次のとおりとする。 

名称 掲載料（２色・位置及び色指定不可） 

１号広告 ２０，０００円 

２号広告 １０，０００円 

（広告の募集） 

第４条 広告の募集方法は、北広島町ホームページその他の町の広報媒体を利用し

て行う。 

（広告の掲載申込み及び決定） 

第５条 申込者は、広報紙広告掲載申込書（別紙様式）を、町広報紙を発行しようとす

る日の１か月前までに、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、必要と認めるときは、申込者に対し必要な資料の提出を求めることができ

る。 



３ 町長は、前２項の規定による申込書等を受理したときは、要綱第９条に規定する北

広島町広告審査会において掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。 

（広告掲載料の納付） 

第６条 前条の広告の掲載を決定した旨の通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、

町長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。 

（広告の版下原稿） 

第７条 広告主は、広告の版下原稿を自己の負担により作成し、町長が指定する期日

までに町長に提出しなければならない。 

（掲載内容等） 

第８条 広告のデザイン、内容等は、要綱第３条及び第４条の規定によるもののほか、

町広報紙の公共性を損なうことのないよう広告主と調整して掲載するものとする。 

２ 広告には、「広告又は広告のページ」などを必ず表記し、編集記事との区分を明確

にするものとする。 

３ 掲載する広告の割付けについては、企画課長が行う。 

（広告の掲載） 

第９条 町長は、第６条の規定による広告掲載料の納付を確認し、指定した広告を掲

載するものとする。 

（広告掲載の取消し等） 

第１０条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他

何らの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告を削

除し、若しくは広告の掲載を一時中止することができる。 

(１) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。 

(２) 指定された期日までに広告主が原稿及びそれに伴う資料を提出しなかったと

き。 

２ 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若

しくは掲載を一時中止した場合において、当該広告主が損害を受けることがあって



も、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は返還しな

い。 

（広告内容等の変更） 

第１１条 広告主は広告の内容を変更することができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、町広報紙を発

行しようとする日の３週間前までに、町長に対し、変更の申出を行い、その承認を得

るものとする。 

（広告掲載中止の申出等） 

第１２条 広告主は、町広報紙への広告の掲載を中止する場合は、町広報紙を発行し

ようとする日の３週間前までに、町長に対し、申出を行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定による申出があった場合、既納の広告掲載料から中止した日

の属する月までの掲載回数により再計算した広告掲載料を差し引いた残りの金額

を返還するものとする。 

３ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告掲載料の返還） 

第１３条 町長は、広告掲載の決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない

理由により広告を掲載することができなかったときは、１回分の広告掲載料を返還す

る。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告主の責務） 

第１４条 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合には、広告主の責

任及び負担においてこれを解決しなければならない。 

２ 広告主は、第５条第３項の規定により決定を受けた町広報紙への広告掲載の権利

を、ほかに譲渡してはならない。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は町長が別



に定める。 

附 則 

 この告示は、平成２０年２月１５日から施行する。 

附 則 

 この告示は、平成２1 年２月２０日から施行する。 

    附 則 

 この告示は、平成２２年３月 10日から施行する。 



別紙様式（第５条関係） 

 

広報紙広告掲載申込書 

 

平成  年  月  日  

北広島町長 様 

 

住所  

氏名（名称）  

電話番号  

ＦＡＸ  

Ｅ－mail  

担当者氏名  

 

北広島町広報紙広告掲載取扱要領第５条の規定に基づき、広告の原稿案を添えて

下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１ 掲載希望号  広報紙     年   月号～     年   月号 

            （                                   ） 

 

２ 掲載回数               回 

 

３ 掲載規格            号広告 

 

４ 掲載料 

広告掲載が決定されたときは、広告掲載料として          円を支払います。 

 

【参考】 

掲載規格 掲載料 

１号広告２色（縦４．５ｃｍ×横１７．３ｃｍ） ２０，０００円／回 

２号広告２色（縦４．５ｃｍ×横 ８．５ｃｍ） １０，０００円／回 

＊ 原稿は、プリントアウトした原稿及び記録メデｲア（CD－ROM、MO 等）に記録したものを本申込書と

一緒に提出してください。 

＊ 掲載希望号は希望する年月号を記入しください。ただし、隔月号での掲載希望の場合は、（   ）へ

記入してください。 

＊ 申し込みにおける承諾事項 

（１）広告の掲載位置については、町が指定します。 

（２）版下に関する一切の責任及び費用は、申込者が負うものとします。 

（３）町が、町税納付状況調査を行うことに同意します。（ただし、募集年度内における２度以上

の掲載申込みの場合を除く。） 

※納税証明（法人税（個人については所得税），消費税及び地方消費税（未納が無い旨の証明）及

び市町村税・写し可（広告掲載開始の直前１年のもの））を添付のこと。 

※会社案内パンフレット（事業内容，社歴等がわかるもの）を添付のこと。 


